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1 事業の成果

2020年度の海外事業として、カンボジアでは 2018年 10月 に開始された「子どものケア支援ネ ット

ワーク強化事業」を継続 しています。

ミャンマーでは、3年事業として 2017年 10月 に開始 した「ミャンマー農村地域の母子保健サービス改

善事業 」を継続 しています。

また、国内では、2019年 1月 から3年計画で開始 した「南相馬心療カウンセ リング事業の支援」を継続

しています。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【 80,638 】千円)

事 業 報 告 用

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

主 として開発途

上国に対する、

保健、医療、衛
生、健康にかか

わる支援

・子どものケア支援ネット
ワーク強化事業

2018年 10月 から開始 さ

れ、2020年度は以下の 5つ
のアプローチで活動を実
施。

1

援

保健セ ンター設備支

2.保健センタースタッ
フスキル向上

3.子 どものケア支援ネ ッ

トワーク構築

4.家庭での子 どものケア

知識普及

5.保健行政区との協働促進

2018年 10

月から実施

カンボジ

ア国・ コ

ンポンチ

ャム州
ス トゥン

トロン保

健行政区

内の対象

4保健セ

ンター

(ア レア

ッタノ

ー、クボ

ッタゴ

ン、 ビア

ム ゴ ッス

ナー、オ
ー ムル

ー )

11人 医療従事
者

保健ボラ
ンテ ィア

5歳未満
の子ども

地域住民

33人

147人

4,599人

来i]35,000

人

29,566

主 として開発途

上国に対する、

保健、医療、衛
生、健康にかか

わる支援

・農村地域の母子保健サ
ービス改善事業

2017年 10月 か ら開始
され、2020年度は以下の
5つ のアプローチで活動
を実施。

2017 `年二 10

月から実施

ミャンマ
ー国、ネ
ピ ドー特
別行政区
タッコン

郡

9人 医療従事
者

保健 ボ ラ
ンテ ィア

54人

458ノ、

43,768

′



1.安全な分娩環境作 り

2.医療者スキル向上

3.妊婦・産後の女性への

母子保健教育

4.母子保健推進員の育成
と連携強化

5.政府職員 との連携強化

妊産婦

5歳未満
の子ども

地域住民

約

人

3,800

約 16,000

人

約
217,000

人

保健、医療、衛
生、健康にかか

わる災害支援

・南相馬心療カウンセ リン

グ支援事業

2019年 1月 から3年計画
で実施。カウンセ リングの
実施主体は南相馬市の「医
療法人結びの会」であり、
同会が運営している「ほり
メンタル ク リニ ックが診
療室の一部を使用_し、運営
している。

2019年 1月

かより実施

福島県南

相馬
4人 カウンセ

リングル
ーム利用
者

300人 7,186

主として開発途

上国に対する、

保健、医療、衛

生、健康にかか

わる支援

・外務省からの補助金事業
として実施 され、2016年 7

月 31日 に終了したHIV/AIDS

予防教育 3年事業の事後調
査。 (2017年から2019年
実施)

事後調査の

第 3年次を
2019年 7月

実施

タイ・チ
ェンマイ

県

2人 高等専門

学校 6校
118

(2)そ の他の事業 (事業費の総費用 【 】千円)

定款事業名

(1)主 として開発途上国に対する、保健、医療、衛生、健康にかかわる支援

(2)保健、医療、衛生、健康にかかわる災害支援

(3)その他、第 3条の目的を達成するために必要な事業

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千 円)

収益事業はありません。















書式第 18号 (法第 28条関係)

2020年度年間役員名簿 (前事彙年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所エ
び に れらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した

く・

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

日以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

日各役員について、親族の規定に違反 していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

事 業 報 告 用

役 名
どちらかにO

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
氏    名

前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間

骸 :当者のみに記入)

1
監事

オダ シンゴ

小 田晉吾

令和元年 7月  1日

令和 2年 6月 30日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

2
監事

タナカ シゲル

田中 滋

令和元年 7月  1日

令和 2年 6月 30日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

3
監事

マツモ ト ケンイチ

松本謙―

令和元年 7月  1日

令和 2年 6月 30日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

4
・監事

t )r r-? I^){
中島康夫

令和元年 7月  1日

令和 2年 6月 30日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

5
監事

イノグチ ユウジ

猪口雄二

令和元年 7月  1日

令和 2年 6月 30日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

6

・監事
ハセヤマ アキラ

長谷山 彰

令和元年  7月 1日

令和 2年 6月 30日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

7

・監事
サオ トメ ミツヒ口  |

__

五月女光弘

令和元年  7月 1日

令和 2年 6月 30日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

8
監事

イイズカ マサキ

飯塚雅樹

令和元年 7月 1日

令和 2年 6月 30日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

9
監事

*49 9 +:L:a

大澤智恵子

令和元年 7月  1日

令和 2年 6月 30日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

①



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

10
監事

海堀周造

カイボリ シュウゾウ 令和元年 7月  1日

令和 2年 6月 30日

|

呼成 年 月 日

F成
年月日

11
・監事

テシロギ イサオ

手代木 功

令和元年 7月  1日

令和 2年 6月 30日

l

評
ヽ

1平

成 年 月 日

成 年 月 日

12
監事

1日

5日

|

序

|´
‐

1平

令和元年 9月

退任

令和元年 7月
成 年 月 日

成 年 月 日

13
監事理 事

1日

5日

|

1平成 年 月 日

1平

成 年 月 日
令和元年 9月

退任

令和元年 7月

14
・監事 令和元年 9月  6日

令和 2年 6月 30日

冷
■¨
f

r

和 年 月 日

和 年 月 日

15
理 事

ミゾグチ フミオ

ヤギ カズノリ

サノ コウジ

マエムラ コウジ

佐野廣二

ノヽ本和員」

前村幸司

溝 口文雄

令和元年 9月  6日

令和 2年 6月 30日

|「成 年 月 日

成 年 月 日

/  ヽ

く[:ジ

(理朝
ヽ_´ノ

監事



書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係 )

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

令和 2年 6月 30日 現在

ピープルズ・ホー ン ′

氏    名 住 所 又 は 居 所

1 大石紀代子

2 小田晉吾

3 田中紀雄

4 花上敬生

5 度見公正

6 矢崎祐子

7 横井里絵子

8 飯塚雅樹

9 岸良百子

10 神谷洋平

11 岩渕重人

12 佐野廣二

13 赤石沢寿彦



14 瀧浦泰郎

15 溝口文雄




